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三方山水源環境保全委員会（第 49 回） 
 

１. 日  時  令和 7年８月２８日（木）  １４：００～ 

２． 会議方法  対面開催及びオンライン開催 

３． 議  案 

（報告） 

   第１号報告  第 48回委員会報告書について 

 

   第２号報告  三方山廃棄物処分場周辺の水質検査結果について（長崎市実施分） 

 

   第３号報告  事業者への立入検査結果について 

 

   第４号報告  パイロットプラント等について（事業者報告） 

 

   第５号報告  三方山委員会ホームページ保守委託について 

 

 （議題） 

   第１号議題  委員会決算について 

 

   第２号議題  三方山廃棄物処分場周辺の水質検査に係る環境基準超過について 

 

第３号議題  三方山水源環境保全委員会の今後について 

 

 （資料） 

   １．第 48回委員会報告書について               ・・・・Ｐ２～ 

   ２．三方山廃棄物処分場周辺の水質検査結果について（長崎市実施分） ・・Ｐ４～ 

   ３．事業者への立入検査結果について              ・・・・Ｐ14～ 

   ４．パイロットプラント等について（事業者報告）        ・・・・Ｐ22～ 

   ５．三方山委員会ホームページ保守委託について         ・・・・Ｐ30～ 

   ６．委員会決算について                    ・・・・Ｐ32～ 

   ７．三方山廃棄物処分場周辺の水質検査に係る環境基準超過について ・・・Ｐ34～ 

   ８．三方山水源環境保全委員会の今後について          ・・・・Ｐ38～ 

 

長 崎 市 
令 和 ７ 年 ８ 月 
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【第１号報告】 

第 4８回委員会報告書について 

 

 

 

   １．報告書            ・・・Ｐ３ 
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報 告 書 

次のとおり、委員会を開催しましたので、報告致します 

件 名 第４８回三方山水源環境保全委員会の開催報告について 

日 程 令和７年３月３日（月）～３月１７日（月） 

場 所 書面開催 

出席者 

【専門委員】 

山口 委員  伊東 委員  高辻 委員  戸田 委員  島田 委員   

森  委員  朝倉 委員  石橋 委員 （８名出席） 

内 容 

１．要旨 

（１）報告事項４件 

  第１号報告 第 47回委員会報告書について 

  第２号報告 三方山廃棄物処分場周辺の水質検査結果について 

（長崎市実施分） 

第３号報告 廃棄物処分場水処理施設内での総水銀の検出について 

（長崎市実施分） 

第４号報告 パイロットプラントについて（事業者報告） 

 

（２）議題事項２件 

第１号議題 令和 7年度委員会予算及び 

ホームページ保守管理業務委託について 

第２号議題 パイロットプラントの停止について 

 

２．主な承認事項等 

 （１）第１号議題 

・ 「令和７年度委員会予算」及び「ホームページ保守管理業務委託」

について、承認した。 

 （２）第２号議題 

・ 「パイロットプラントの停止」について、総水銀の値がこのまま

基準適合を続け、5 月頃に判明する 4 月分採水の測定結果が、基

準に適合している場合はパイロットプラントを停止し、停止後に

「パイロットプラントの停止について（報告）」を市長あてに提出

することを承認した。 

 

３．報告４件及び議題２件についての主な意見及び質問 

  ・ 特になし 
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【第２号報告】 

三方山廃棄物処分場周辺の水質検査結果について 

（長崎市実施分） 
 

 

１． 河川水水質検査結果          ・・・Ｐ５ 

２． ボーリング揚水水質検査結果      ・・・Ｐ７ 

３． パイロットプラント原水・処理水水質分析結果 

・・・Ｐ９ 

４． 三方山関連水質検査及び委員会報告予定表 

・・・Ｐ12 

５． 三方山環境調査地点位置図       ・・・Ｐ13 
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ボーリング揚水水質検査結果集計表  検査項目：6項目

区分 検査項目       環境基準

カドミウム (㎎/ｌ） 0.003以下 < － < － < － < －

全シアン　(㎎/ｌ） 検出されないこと < － < － < － < －

　鉛　　　(㎎/ｌ） 0.01以下 < － < － < － < －

六価クロム(㎎/ｌ） 0.05以下 < － < － < － < －

砒　　素　(㎎/ｌ） 0.01以下 < － < － < － < －

総 水 銀　(㎎/ｌ） 0.0005以下 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0010

アルキル水銀(㎎/ｌ） 検出されないこと < － < － < － < －

ＰＣＢ(㎎/ｌ） 検出されないこと < － < － < － < －

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/l) １０以下 4.17 　 1.22 4 3.68 14.8

水素イオン濃度(pH） － 5.2 6.8 6.5 6.0

塩化物イオン(㎎/ｌ） － 8.0 61.5 32.4 51.1

電気伝導率(mS/m） － 7.4 50.7 25.8 45.0

硫酸イオン(㎎/ｌ） － 3.3 57.8 8.1 24.8

10:32 12:24 10:05 9:15

2.2 3.6 2.8 3.0

13.5 15.0 16.5 17.3

(注）全シアンの<０．１、アルキル水銀・ＰＣＢの<0.0005は、検出されない

　　　ことと同じ意味である。また、＜は定量下限値未満を表す。

健
　
　
康
　
　
項
　
　
目

採水日：令和7年2月13日、　   報告日：令和7年3月13日

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ水
Ｎｏ．１

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ水
Ｎｏ．２

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ水
Ｎｏ．３

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ水
Ｎｏ．４

そ
　
　
の
　
　
他

備
　
　
考

採 水 時 間

気温　　　（℃）

水温　　　（℃）
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ボーリング揚水水質検査結果集計表  検査項目：13項目

区分 検査項目       環境基準

カドミウム (㎎/ｌ） 0.003以下 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003

全シアン　(㎎/ｌ） 検出されないこと < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

　鉛　　　(㎎/ｌ） 0.01以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

六価クロム(㎎/ｌ） 0.05以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002

砒　　素　(㎎/ｌ） 0.01以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

総 水 銀　(㎎/ｌ） 0.0005以下 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005

アルキル水銀(㎎/ｌ） 検出されないこと < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005

ＰＣＢ(㎎/ｌ） 検出されないこと < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/l) １０以下 4.53 　 0.70 4 3.70 13.6

水素イオン濃度(pH） － 5.2 6.9 6.7 6.2

塩化物イオン(㎎/ｌ） － 7.6 50.6 30.2 45.7

電気伝導率(mS/m） － 7.5 41.9 25.5 40.9

硫酸イオン(㎎/ｌ） － 3.0 59.2 8.3 38.3

11:10 12:38 10:45 9:56

18.0 19.0 17.2 16.5

14.5 16.9 17.0 17.7

(注）全シアンの<０．１、アルキル水銀・ＰＣＢの<0.0005は、検出されない

　　　ことと同じ意味である。また、＜は定量下限値未満を表す。

健
　
　
康
　
　
項
　
　
目

採水日：令和7年5月12日、　   報告日：令和7年6月13日

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ水
Ｎｏ．１

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ水
Ｎｏ．２

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ水
Ｎｏ．３

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ水
Ｎｏ．４

そ
　
　
の
　
　
他

備
　
　
考

採 水 時 間

気温　　　（℃）

水温　　　（℃）
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分析機関

0.005 以下 0.1 以下 ― ― 10 以下

0.0005 以下 0.01 以下 ― ― ―

原　水 0.0007 0.005 未満 1.2 0.05 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.70 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0008 0.005 未満 1.2 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.74 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0006 0.001 未満 1.18 0.04 0.01 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 0.95 0.01 未満 0.01 未満

原　水 0.0006 0.005 未満 1.2 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.0 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0006 0.005 未満 1.1 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.0 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.001 未満 1.24 0.04 0.01 未満 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 1.05 0.01 未満 0.01 未満

原　水 0.0006 0.005 未満 1.2 0.03 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.1 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.005 未満 1.3 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.2 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.005 未満 1.4 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.87 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.001 1.22 0.03 0.01 未満 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 1.15 0.02 0.01 未満

原　水 0.0006 0.005 未満 1.1 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.93 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.005 未満 1.1 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.68 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0007 0.005 未満 0.98 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.71 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.001 未満 1.26 0.01 未満 0.01 未満 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 0.92 0.01 未満 0.01 未満

原　水 0.0005 0.005 未満 1.1 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.78 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.2 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.61 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.005 未満 1.2 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.41 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.7 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.54 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.001 未満 1.58 0.01 0.01 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 0.42 0.01 0.01

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.6 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.55 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.1 0.04 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.0 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.3 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.0 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.001 未満 1.29 0.01 0.01 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 1.07 0.01 0.01 未満

排　水　基　準

環　境　基　準

令和４年4月4日

（長崎三共有機㈱）

令和４年5月9日

（長崎三共有機㈱）

三方山産業廃棄物処分場パイロットプラントにおける原水及び処理水の水質分析結果

令和7年8月12日現在環境部作成 
単位　ｍｇ/Ｌ　・　処理量　5/23パイロットプラント再稼働（ 30ｔ/日汲上）

項　　目 総水銀 鉛 マンガン 鉄 溶解性鉄

令和４年8月2日

（長崎市）

令和４年8月5日

（長崎三共有機㈱）

令和４年9月5日

（長崎三共有機㈱）

令和４年5月19日

（長崎市）

令和４年6月7日

（長崎三共有機㈱）

令和４年7月12日

（長崎三共有機㈱）

令和４年12月22日

（長崎三共有機㈱）

令和５年1月6日

（長崎三共有機㈱）

令和５年2月3日

（長崎市）

令和４年10月5日

（長崎三共有機㈱）

令和４年11月4日

（長崎市）

令和４年11月7日

（長崎三共有機㈱）

令和5年5月12日

（長崎三共有機㈱）

令和5年5月12日

（長崎市）

令和5年6月7日

（長崎三共有機㈱）

令和5年2月15日

（長崎三共有機㈱）

令和5年3月8日

（長崎三共有機㈱）

令和5年4月10日

（長崎三共有機㈱）

令和5年7月4日

（長崎三共有機㈱）

令和5年8月2日

（長崎三共有機㈱）

令和5年8月28日

（長崎市）
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分析機関

0.005 以下 0.1 以下 ― ― 10 以下

0.0005 以下 0.01 以下 ― ― ―

排　水　基　準

環　境　基　準

三方山産業廃棄物処分場パイロットプラントにおける原水及び処理水の水質分析結果

令和7年8月12日現在環境部作成 
単位　ｍｇ/Ｌ　・　処理量　5/23パイロットプラント再稼働（ 30ｔ/日汲上）

項　　目 総水銀 鉛 マンガン 鉄 溶解性鉄

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.4 0.04 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.2 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.5 0.04 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 2.1 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.5 0.04 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 2.0 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.001 未満 1.35 0.05 0.04 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 1.92 0.01 0.01 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.4 0.04 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.3 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.005 未満 1.3 0.16 0.08 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.83 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.001 未満 1.22 0.03 0.02 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 1.07 0.01 0.01 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.2 0.07 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.2 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.0 0.06 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.1 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.005 未満 1.7 0.03 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.75 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 2.2 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.8 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.001 未満 2.27 0.01 未満 0.01 未満 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 1.77 0.01 未満 0.01 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 2.5 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.9 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 2.1 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.8 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.001 2.06 0.01 0.01 未満 （公社）長崎県食品衛生協会

処理水 0.0005 未満 0.001 未満 1.79 0.01 未満 0.01 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.8 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.6 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 2.0 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.5 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.8 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.4 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 未満 ― ― ― ― （株）環境衛生科学研究所

― ― ― ― ―

原　水 0.0005 未満 0.002 1.56 0.01 0.01 未満 （公社）長崎県食品衛生協会

― ― ― ― ―

原　水 0.0005 未満 ― ― ― ― （株）環境衛生科学研究所

― ― ― ― ―

原　水 0.0005 未満 ― ― ― ― （株）環境衛生科学研究所

― ― ― ― ―

原　水 0.0005 未満 0.001 1.54 0.04 0.02 （公社）長崎県食品衛生協会

― ― ― ― ―

令和5年9月13日

（長崎三共有機㈱）

令和5年10月4日

（長崎三共有機㈱）

令和5年11月2日

（長崎三共有機㈱）

令和6年2月7日

（長崎市）

令和6年2月14日

（長崎三共有機㈱）

令和6年3月15日

（長崎三共有機㈱）

令和5年11月16日

（長崎市）

令和5年12月1日

（長崎三共有機㈱）

令和6年1月12日

（長崎三共有機㈱）

令和6年6月5日

（長崎三共有機㈱）

令和6年7月19日

（長崎三共有機㈱）

令和6年8月8日

（長崎市）

令和6年4月5日

（長崎三共有機㈱）

令和6年5月8日

（長崎三共有機㈱）

令和6年5月9日

（長崎市）

令和6年11月7日

（長崎三共有機㈱）

令和6年11月19日

（長崎市）

令和6年12月16日

（長崎三共有機㈱）

令和6年8月16日

（長崎三共有機㈱）

令和6年9月4日

（長崎三共有機㈱）

令和6年10月11日

（長崎三共有機㈱）

令和7年1月8日

（長崎三共有機㈱）

令和7年2月13日

（長崎市）
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分析機関

0.005 以下 0.1 以下 ― ― 10 以下

0.0005 以下 0.01 以下 ― ― ―

排　水　基　準

環　境　基　準

三方山産業廃棄物処分場パイロットプラントにおける原水及び処理水の水質分析結果

令和7年8月12日現在環境部作成 
単位　ｍｇ/Ｌ　・　処理量　5/23パイロットプラント再稼働（ 30ｔ/日汲上）

項　　目 総水銀 鉛 マンガン 鉄 溶解性鉄

原　水 0.0005 未満 ― ― ― ― （株）環境衛生科学研究所

― ― ― ― ―

原　水 0.0005 未満 ― ― ― ― （株）環境衛生科学研究所

― ― ― ― ―

原　水 0.0005 未満 ― ― ― ― （株）環境衛生科学研究所

― ― ― ― ―

原　水 0.0012 ― ― ― ― （公社）長崎県食品衛生協会

― ― ― ― ―

原　水 0.0012 ― ― ― ― （株）環境衛生科学研究所

― ― ― ― ―

原　水 0.0005 未満 0.005 未満 1.5 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 0.56 0.03 未満 0.03 未満

原　水 0.0005 0.005 未満 1.6 0.03 未満 0.03 未満 （株）環境衛生科学研究所

処理水 0.0005 未満 0.005 未満 1.1 0.03 未満 0.03 未満

※１ 長崎市が行う水質検査は、原水、（二次）処理水を検査する。
２ 長崎三共有機㈱が行う水質検査は、原水、砂ろ過水、一次処理水及び二次処理水を検査する。
３

４ パイロットプラント稼働休止に伴い、長崎市が行う水質検査結果は原水のみとし、長崎三共有機㈱が行う水質検査結果は、
原水の総水銀のみの記載とする。

処理量は、当初20t/日で、H22.6.28から30ｔ/日へ、H24.8.28から50ｔ/日へ、H24.9.11から40ｔ/日へ、H25.12.9から50ｔ/日へ、
H27.1.14から60ｔ/日へ、Ｈ29.8.23から70ｔ/日へ、H30.4.9から80ｔ/日へ、H30.10.22から60ｔ/日へ、H30.11.6から50ｔ/日へ、
Ｒ1.10.10から60ｔ/日へ、Ｒ3.11.24から55ｔ/日、R4.12.6から45ｔ/日、R5.10.5から40ｔ/日、R5.11.2から35ｔ/日、
R5.12.4から30ｔ/日、R6.1.15から25ｔ/日、R6.2.15から20ｔ/日、R6.4.8から15t/日へ変更している。（R6.10.14から水銀処理のた
めのパイロットプラント稼働休止）
R7.5.23からパイロットプラントを再稼働。処理量は30ｔ/日。

令和7年3月13日

（長崎三共有機㈱）

令和7年4月3日

（長崎三共有機㈱）

令和7年5月12日

（長崎市）

令和7年2月18日

（長崎三共有機㈱）

令和7年5月13日

（長崎三共有機㈱）

令和7年6月20日

（長崎三共有機㈱）

令和7年7月8日

（長崎三共有機㈱）
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【長崎三共有機㈱ 三方山事業所 産廃保管場所位置図】 
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長崎三共有機　株式会社　処分業・最終処分場立入検査 　【Ｒ7.1.31】
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置（臭気対策）

※タンクは使用す
る際に設置
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長崎三共有機　株式会社　処分業・最終処分場立入検査 　【Ｒ7.1.31】
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【第４号報告】 

パイロットプラント等について（事業者報告） 

 

１． パイロットプラント原水の総水銀濃度の推移について 

・・・Ｐ23 

 

２． パイロットプラント原水の塩化物イオン 

及び電気伝導率の推移について         ・・・Ｐ24 

 

３． 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る対策について ・・・Ｐ25 

 

４． パイロットプラント処理水の散水について    ・・・Ｐ26 

 

５． 位置図                     ・・・Ｐ27 

 

６． クラック観測                  ・・・Ｐ28 

 

７． 側溝観察                    ・・・Ｐ29 



　三方山水質検査（長崎三共有機㈱実施分）

　パイロットプラント原水の総水銀濃度は、令和5年2月から令和7年4月までの間、環境基準値0.0005㎎/L以下で推移していたが、

　令和7年5月13日に0.0012㎎/Lの値を検出した為、令和7年5月23日よりパイロットプラントを再稼働（処理水量 30t/日）している。

　再稼働以降の原水総水銀濃度は、現在まで環境基準値以下で推移している。

　※令和7年5月13日パイロットプラント下流の敷地境界地点における河川水の総水銀濃度は0.00005mg/L未満（測定値）であった。

水銀値
(報告値)

水銀値
(測定値)

水銀値
(測定値)

水銀値
(測定値)

原水 処理水 原水 原水 処理水 原水

R5.1.6 0.0007 0.00070 R6.1.12 0.0005 0.0005未満 0.00051 R7.1.8 0.0005未満 - 0.00033

R5.2.15 0.0005 0.00051 R6.2.14 0.0005未満 0.0005未満 0.00048 R7.2.18 0.0005未満 - 0.00024

R5.3.8 0.0005未満 0.00048 R6.3.15 0.0005未満 0.0005未満 0.00041 R7.3.13 0.0005未満 - 0.00022

R5.4.10 0.0005 0.00052 R6.4.5 0.0005 0.0005未満 0.00052 R7.4.3 0.0005未満 - 0.00023

R5.5.12 0.0005未満 0.00044 R6.5.8 0.0005未満 0.0005未満 0.00035 R7.5.13 0.0012 - 0.00123

R5.6.7 0.0005未満 0.00049 R6.6.5 0.0005未満 0.0005未満 0.00033 R7.6.20 0.0005未満 0.0005未満 0.00046

R5.7.4 0.0005未満 0.00038 R6.7.19 0.0005未満 0.0005未満 0.00031 R7.7.8 0.0005 0.0005未満 0.00050

R5.8.2 0.0005未満 0.00044 R6.8.16 0.0005未満 0.0005未満 0.00029 R7.8.5 0.0005未満 0.0005未満 0.00048

R5.9.13 0.0005未満 0.00044 R6.9.4 0.0005未満 0.0005未満 0.00024

R5.10.4 0.0005未満 0.00040 R6.10.11 0.0005未満 0.0005未満 0.00031

R5.11.2 0.0005未満 0.00048 R6.11.7 0.0005未満 - 0.00038

R5.12.1 0.0005未満 0.00042 R6.12.16 0.0005未満 - 0.00042

※令和5年以前についても、処理水の総水銀濃度はすべて0.0005mg/L未満。

※令和5年1月以降のパイロットプラント原水総水銀濃度については、参考として報告値とともに測定値も記載している。

採水日採水日 採水日

水銀値
(報告値)

原水

水銀値
(報告値)

第49回三方山水源環境保全委員会

パイロットプラント原水の総水銀濃度の推移について

［採水分析機関：㈱環境衛生科学研究所］
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総水銀
（mg/L） 処理水量（ｔ/日）

R6.10.14よりパイロットプラントの稼働を休止

R7.5.23より再稼働（30ｔ/日）

総水銀値

処理水量

第4号報告
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  三方山水質検査（長崎三共有機㈱実施分）

塩化物イオン 電気伝導率 塩化物イオン 電気伝導率 塩化物イオン 電気伝導率 塩化物イオン 電気伝導率

R4.1.7 58.3 57.5 R5.1.6 48.7 56.0 R6.1.12 44.8 54.7 R7.1.8 43.5 58.8

R4.2.7 50.5 64.5 R5.2.15 39.5 55.5 R6.2.14 41.8 44.4 R7.2.18 35.2 48.4

R4.3.8 56.7 62.0 R5.3.8 41.1 55.9 R6.3.15 38.7 49.6 R7.3.13 40.4 50.0

R4.4.4 45.7 63.6 R5.4.10 37.2 52.0 R6.4.5 46.2 59.1 R7.4.3 43.0 52.4

R4.5.9 42.9 53.5 R5.5.12 42.6 60.8 R6.5.8 48.0 64.7 R7.5.13 30.0 42.6

R4.6.7 46.8 56.7 R5.6.7 45.2 62.5 R6.6.5 45.5 66.4 R7.6.20 37.0 53.2

R4.7.12 45.4 57.0 R5.7.4 35.6 47.8 R6.7.19 45.6 65.8 R7.7.8 41.0 57.6

R4.8.5 45.0 55.0 R5.8.2 43.2 57.6 R6.8.16 46.2 66.5

R4.9.5 42.9 56.5 R5.9.13 47.3 55.4 R6.9.4 44.5 65.3

R4.10.5 41.6 61.0 R5.10.4 45.7 60.2 R6.10.11 42.1 59.0

R4.11.7 51.6 53.7 R5.11.2 44.8 51.7 R6.11.7 48.7 66.3

R4.12.22 46.8 54.7 R5.12.1 41.6 54.3 R6.12.16 41.7 70.8

原水

［採水分析機関：㈱環境衛生科学研究所］

採水日 採水日
原水 原水原水

パイロットプラント原水の塩化物イオン及び電気伝導率の推移について
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　放流

脱窒槽

10㎥～

処理水槽

パイロットプラント原水

前処理施設

砂ろ過塔

一次活性炭吸着塔

二次活性炭吸着塔

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る対策について 

（硫黄酸化細菌を用いた脱窒処理） 

 

 

脱窒反応のメカニズム 

硫黄酸化菌を用いた生物的処理により、硝酸

性窒素の脱窒を行う。 

硫黄・炭酸カルシウム（充填材）を脱窒槽内

に設置し、パイロットプラント処理水を通水

させる。充填材表面に生息する硫黄酸化細菌

の硝酸呼吸作用により、硝酸性窒素が窒素ガ

スに還元、排出される。 

＜リン添加＞ 

 脱窒効果の向上を図るため、硫黄酸化細菌

の栄養源であるリンを添加して脱窒処理を行

う。リン酸二水素カリウムをポンプ注入し、

脱窒槽内のリン濃度を調整する。 

 

工 程 

パイロットプラントにて水銀除去した処理

水(放流直前)にリンを添加し脱窒槽へ送水。脱

窒槽内で硫黄酸化細菌による生物的脱窒処理

を行った後、再びパイロットプラント配管へ

戻し、放流する。 

 

脱窒槽 

脱窒槽容量：21 ㎥ 充填材量：5.25 ㎥ 

充填材：硫黄・炭酸カルシウム 

    (日鉄エンジニアリング㈱) 

 

 

 

 

 

 

図２ 工程フロー 

図３ 脱窒槽内の流れ 

図１ 脱窒反応のメカニズム 

パイロット 

プラント 

処理水 

充填材 

充填材 

戻し管 

放流 

（リン添加） 
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パイロットプラント処理水の散水について 

 

 

散水目的 

 パイロットプラント処理水を土壌中に浸 

透させることで、集水井戸の低水位を予防 

し、パイロットプラント処理水量の増量に 

つなげる。 

また、処理水を散水することによって、 

植物による窒素の吸収や嫌気状態にある地 

下への浸透で硝酸態窒素、亜硝酸態窒素の 

低減を図る。 

散水地点写真       

 

工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パイロットプラント処理水の揚水及び散水フロー図 

 

 

散水状況 

 令和 2 年 6 月より散水を開始していたが、 

パイロットプラント処理水量の減少に伴い 

令和 6 年 4 月以降は散水を停止している。 

 

 

 

                             散水イメージ 

 

 

 

 

 

設置範囲　
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クラック観測

3回前 前々回 前回 今回

(R5.8.23) (R6.2.27) (R6.8.23) (R7.2.21)

№１ 19.7 cm 19.8 cm 19.7 cm 19.9 cm

№２ 20.0 cm 20.0 cm 20.0 cm 20.0 cm

№３ 19.9 cm 20.0 cm 20.0 cm 19.9 cm

№４ 20.0 cm 20.0 cm 20.0 cm 20.0 cm

№５ 19.9 cm 19.9 cm 19.9 cm 19.9 cm

№６ 20.2 cm 20.2 cm 20.2 cm 20.2 cm

観測箇所

測定結果
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 　側溝観察　 
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【第５号報告】 

三方山委員会ホームページ保守委託について 

 

 

 

   １．委託契約書          ・・・Ｐ31 
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【第１号議題】 

委員会決算について 

 

 

１．令和６年度三方山水源環境保全委員会収支決算書 

・・・Ｐ33 
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【第２号議題】 

三方山廃棄物処分場周辺の水質検査に係る 

環境基準超過について 
 

 

１． 三方山廃棄物処分場周辺の水質検査に係る 

環境基準超過について          ・・・Ｐ35 
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１．三方山廃棄物処分場周辺の水質検査に係る環境基準超過について 

 

(１)概要 

三方山処分場の水質検査においては、長崎市では処分場内及び周辺のボーリング孔の

必要な箇所で地下水の水質検査を年４回実施している。 

また、事業者においてもパイロットプラント原水（水銀除去装置による処理前の地下

水）の検査を毎月実施している。 

そのような中、令和 7 年 2 月 13 日に市が実施した令和 6 年度第 4 回水質検査におい

て、ボーリング揚水 No.4の総水銀値が環境基準を超過し、また、同年 5月 12日に市が

実施した令和 7年度第 1回水質検査において、パイロットプラント原水の総水銀値が速

報値で環境基準値を超過していることが同月 19日に判明した。 

なお、総水銀以外の検査項目については、異常はない。 

 

(２)対応 

ア ボーリング揚水 No.4 

令和 7 年 3 月 17 日及び 4 月 18 日に、臨時の水質検査を実施し、いずれも環境基

準値内であることを確認した。 

イ パイロットプラント 

「パイロットプラント（PP）停止へ向けたフロー」に基づき、令和 6 年 10 月 14

日からパイロットプラント(水銀除去装置)の稼働を休止していたが、同委員会から

事業者へパイロットプラントを再稼働するよう令和 7 年 5 月 20 日に指示し、同月

23日から再稼働した。（処理水量：30ｔ/日） 

なお、神浦ダムに係る水質については、神浦ダムに流入する河川と神浦ダムの水

については、これまでも水銀の検査を毎月実施し、環境基準値（0.0005 ㎎/L 以下）

内であることを確認していたところであるが、令和 7年 3月 12日以降は神浦ダムの

水を浄水している手熊浄水場の浄水前の水（原水）の検査を追加して毎週実施し、

その結果は、基準値をすべて満たしており、水道原水として問題ないことを確認す

るとともに、市のホームページで公開している。 

 

 

総水銀測定の結果（事業者実施分含む）            総水銀値単位：mg/L） 

 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ原水 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ No.4 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ No.1 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ No.2 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ No.3 

令和 6年 4月 5日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満     

令和 6年 5月 8日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満     

令和 6年 5月 9日 

（長崎市） 
0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

令和 6年 6月 5日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満     
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 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ原水 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ No.4 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ No.1 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ No.2 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ No.3 

令和 6年 7月 19日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 6年 8月 8日 

（長崎市） 
0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

令和 6年 8月 16日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 6年 9月 4日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 6年 10月 11日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 6年 11月 7日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 6年 11月 19日 

（長崎市） 
0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

令和 6年 12月 16日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 7年 1月 8日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 7年 2月 13日 

（長崎市） 
0.0005未満 0.0010 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

令和 7年 2月 18日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 7年 3月 13日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 7年 3月 17日 

（長崎市） 
― 0.0005未満 ― ― ― 

令和 7年 4月 3日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 7年 4月 18日 

（長崎市） 
― 0.0005未満 ― ― ― 

令和 7年 5月 12日 

（長崎市） 
0.0012 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

令和 7年 5月 13日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0012 ― ― ― ― 

令和 7年 6月 20日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005未満 ― ― ― ― 

令和 7年 7月 8日 

（長崎三共有機㈱） 
0.0005 ― ― ― ― 
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（参考） 

⚫ 令和 6年度中の廃棄物処理法に係る長崎三共有機株式会社からの届出 

令和 7年 3月 5日付で、堆肥舎の新設と木くず保管場所の廃止に伴う産業廃棄物処

理業変更届出書が提出された。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条の 2 第 3 項において準用する同法 7 条

の 2第 3項の規定にある環境省令で定める事項の変更に当たらないことから、現行の

産業廃棄物処分業許可証の書き換えは無し。 

 

⚫ 令和 6年 12月から令和 7年 5月までの長崎県における地震について 

長崎県内で震度１以上を観測した地震 

観測年月日 時刻 震度 1 震度 2 震度 3 

令和 6年      

12月      

令和 7年      

1月 13日 21：19 県内の広い範囲 諫早市 
雲仙市 
島原市 
南島原市 

長崎市 

南山手町 
黒浜町 
元町 
野母町 

伊王島町 
神浦江川町 
布巻町 

  14日 1：14 雲仙市   

 15日 2：12 雲仙市 南島原市  

2月 17日 12：57 雲仙市   

3月 

 

 

18日 5：00 県内の広い範囲 雲仙市 

長崎市 

元町 布巻町 

  7：58 雲仙市   

  17：28 南島原市 雲仙市  

  30日 10：46 島原市 雲仙市  

4月 1日 9：28 雲仙市 
島原市 

  

 2日 23：03 雲仙市 南島原市  

 5日 18：42 雲仙市 
島原市 
南島原市 

  

 26日 12：06 長崎市元町 
島原市 

諫早市 
雲仙市 
南島原市 

 

 

 

28日 16：54 雲仙市 
南島原市 

  

5月 5日 2：03 雲仙市   
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【第３号議題】 

三方山水源環境保全委員会の今後について 

 

 

１．委員会設置の経過           ・・・Ｐ39 
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１．委員会設置の経過 

 

これまでの委員会の経過 

⚫ 平成 20年 3月 和解条項に基づき三方山委員会の設置（水質検査も従来通り実施）。 

⚫ 平成 25年 3月 委員会設置期限を 2年間延長（平成 27年 3月まで延長の決議）。 

⚫ 平成 25年 4月 採水箇所や分析項目の見直し（見直し反映は H26から。約 300万円削減。） 

⚫ 平成 27年 3月 委員会設置期限を 2年間延長（平成 29年 3月まで延長の決議）。 

⚫ 平成 29年 1月 委員会設置期限をさらに 2年間延長する方向で審議。 

⚫ 平成 29年 3月 水銀不溶化実験の実施及び委員会設置期限を 2年間延長（平成 31年 3月まで

延期の協議）。１ 

⚫ 平成 29年 8月 水銀不溶化実験について、硫化ソーダを使用しない代替案やパイロットプラ

ント増量計画を検討する。 

パイロットプラント処理水量増大計画の期間短縮。 

⚫ 平成 30年 8月 委員会設置期限をさらに 2年間延長する方向で審議。 

⚫ 平成 31年 3月 委員会設置期限を 2年間延長（令和 3年 3月まで延長の決議）。 

⚫ 令和元年 9 月 第 37回三方山委員会が開催された。 

① 水質検査の見直し 

② 同処理水を水源涵養林へ散水（処理量の増大と硝酸等の対策） 

⚫ 令和 2 年 3 月 第 38回三方山委員会が開催された。 

パイロットプラント処理水の水源涵養林への散水計画の実施 

① 処理水の水源涵養林への散水は 5ｔ/日で調整し、その後に次の展開を検討

することになった。 

② 散水が落ち着いたらパイロットプラント処理水量の増量を検討。 

⚫ 令和 2 年 6 月 処理水の水源涵養林への散水を 5ｔ/日で運転開始（R2.6.1）。 

⚫ 令和 2 年 8 月 第 39回三方山委員会が開催された。 

① 処理水や散水量の増量については、事業者と事務局とで調整しながら進め

ていくこととする。 

② 三方山委員会は解散する方向で調整に入ることになった。 

〇 市民等が監視できるよう新たな組織等を検討。 

〇 産業廃棄物処理施設専門委員会等の既存組織の活用も検討。 

⚫ 令和 2年 10月 ワーキンググループ協議会開催。 

① 新たな組織の立上げは困難。長崎市の環境審議会において三方山問題を引

継ぐことができないなら委員会を継続することとする。 

                       ↓ 

（同審議会所管課の回答） 

三方山委員会と環境審議会の双方の会の設立根拠や審議事項及び構成員を

比較した結果、同審議会へ三方山問題を引継ぐのは困難であるとの回答。 

                       ↓ 

第 40回委員会にて委員会継続の方向で審議することとなる。 
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⚫ 令和 3 年 2 月  第 40回三方山委員会が開催。 

① 本委員会を 5年間継続とする。（令和 8年 3月まで延長の決議） 

② 各委員は再任とし、審議事項がある場合のみ招集して開催することとし、

それ以外は主にメール等による書面開催にする。 

③ 「パイロットプラント（PP）停止に向けたフロー」の承認 

③ 水質検査、立入検査報告。 

⚫ 令和 6年 10月 第 40回三方山水源環境保全委員会で定めた「パイロットプラント（PP）停止

へ向けたフロー」に基づき、令和 6年 10月 14日にパイロットプラントの稼

働を休止。 

⚫ 令和 7 年 3 月 令和 7年 2月 13日採水分のボーリング No.4 の総水銀値が環境基準を超過し

たことから、同年 3月 17日及び 4月 18日に再検査を実施し、結果は環境基

準値未満であった。 

また、同年 5月 12日に市が実施した水質の定期検査においても環境基準値未

満であった。 

⚫ 令和 7 年 5 月 令和 7年 5月 12日に市が実施した水質の定期検査において、パイロットプラ

ント原水（処理前の地下水）の総水銀値が、速報値で環境基準を超過してい

たことから、三方山委員会が定めた「パイロットプラント（PP）停止へ向け

たフロー」に基づき、令和 6年 10月 14日から稼働を休止しているパイロッ

トプラントを令和 7年 5月 23日に再稼働した。 


